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国交職組
公務員連絡会が2011春季要求への回答引き出す－4/22

人事院総裁 "民調実施等は意見を聞く"
総務大臣 "国公給与引下げは話し合う"

公務員連絡会は４月２２日、委員長クラス交渉委員が、人事院総裁と午前、総務大臣

と夕刻、それぞれ春季段階の最終交渉を行いました。

人事院総裁から「給与勧告制度の意義及び役割を踏まえ、適正な公務員給与水準を確

保する 、総務大臣から「国家公務員の給与引下げについて理解が得られるよう話し合」

う（５月には説明できる）ことや国の出先機関改革に当たって雇用の確保に努める」と

の回答がありました。

公務員連絡会は、同日開いた企画・幹事合同会議で 「政府、人事院の回答は要求を、

。 、 、完全に満たしたものとは言えない しかし 大震災からの復旧・復興が求められる中で

国家公務員の総人件費削減措置の具体化への対応も迫られる厳しい状況のもと、春の段

階の交渉の到達点として受け止め、諸課題の解決に向けて今後の取組みを全力で進めて

いく」との声明を確認しました。

＜人事院総裁交渉の経過＞
人 事院 江利川総裁 との交渉 は、同日 11時から 人事院内 で行われた 。冒頭、 棚村議長 は

３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び福島第一原子力発電所の事故に触れ 「被、

災者や被災地において、今、多くの国民が生活不安、雇用不安など困難な状況にある。現

在、公務員連絡会・各構成組織の組合員は、連合をはじめ構成組織の取組みを通じて、被

災者の支援や被災地の一刻も早い復旧・復興に向け、それぞれの役割を果たすべく一生懸

命取り組んでいる。今後も、大震災を踏まえた措置を講じていただいたボランティア休暇

についてしっかり受け止めながら、さらに取組みを進めていきたい」と、復旧・復興に向

けて労働組合としても全力を挙げる決意を述べた。その上で、春の段階における誠意ある

回答を総裁に求めた。

これに対し総裁は 「東日本大震災の被災地の支援に、多くの国家公務員が日夜奮闘し、

ており、その努力に敬意を表するとともに、引き続きの活躍を期待したい。この大地震に

よる諸般の事情を考慮して、今年の職種別民間給与実態調査については、当初予定してい

た５月１日からの調査は行わないこととする。したがって、今年の給与改定を取り巻く状

況は例年と異なる」としたうえで、概要下記の通り回答した。

（2011年度賃金要求について）

労働基本権制約の代償措置としての給与勧告制度の意義及び役割を踏まえ、官民較差

に基づき適正な公務員給与の水準を確保するという人事院の基本姿勢に変わりはない。

また、給与改定に当たって、公務員連絡会が交渉、協議、納得を求めていることにつ

いては理解する。

平成 18年度か ら実 施し てき た給 与構 造改革 について は、当初予 定してい た施策の 導

入 ・実 施が 平成 22年 度をも ってすべ て終了し たところ であり、今 後、給与 構造改革 の
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諸施策について、その成果を検証していくこととなる。

昨年の勧告時の報告において、50歳台後半層を中心とする50歳台の給与の在り方に

ついて必要な見直しを行うよう検討する旨を表明したところである。その見直しに当た

っては、定年延長に伴う給与制度の設計も視野に入れながら、給与構造改革期間が終了

したことも踏まえ、経過措置の在り方も含め検討しており、今後とも、公務員連絡会の

皆さんと意見交換を行いながら、具体的な検討を進めて参りたい。

給与に関しては、今後、状況の推移を踏まえ、民調の実施等について皆さんの意見も

聞きながら判断していきたい。

（非常勤職員の雇用、労働条件の改善等について）

非常 勤職 員の 雇用 、勤 務条件 につ いて は、 昨年10月 に期間業務 職員制度 を導入す る

とともに、本年４月からは非常勤職員への育児休業等の適用を措置したところであり、

それらの制度が適切に運用されるよう努めて参りたい。また、引き続き、適切な処遇等

が図られるよう、関係方面からの要望、民間の状況等を踏まえ、必要な検討を行って参

りたい。

（労働時間の短縮等について）

公務員の勤務時間・休暇制度については、それら制度の充実に向けて、関係者や公務

員連絡会の意見を聞きながら引き続き検討する。

人事院としては、今後とも在庁時間の縮減の必要があると考えており、関係機関と連

携して取り組んで参りたい。

超過勤務の縮減については、本年は「超過勤務の縮減に関する指針」に定められた、

他 律 的 業 務 に 係 る720時 間 の 目 安 時 間 の 実 態 調査 等 を 行 っ た と こ ろ で あ る 。 現 在 は 、

大震災対策のための特別の状況が多くの部署で生じているが、日常業務における日頃か

らの超過勤務縮減は重要なことであり、引き続き、そのための取組を行っていきたい。

（新たな人事評価制度の実施・運用等について）

新たな人事評価については、各府省における実施状況等を把握するとともに、公務員

連絡会をはじめ各方面の意見を聞きながら、引き続き、適切に対処していきたい。

（新たな高齢期雇用施策について）

高齢期の雇用については、平成25年４月から段階的に65歳まで定年を延長すること

を目指すとの方針に変更はない。

意見の申出については、できるだけ早く行うよう検討を進めていく所存である。

その ため、昨年 12月にお 示しした 「高齢期 雇用問題 に関する検 討状況の 整理」に 対

する関係者の意見を踏まえつつ、人事院としての素案をできるだけ早期に皆さんにお示

しし、意見の申出に向けての議論を深めていくこととする。

（男女平等、福利厚生施策等について）

公務における男女共同参画の推進に関しては、今年１月に「女性国家公務員の採用・

登用の拡大に関する指針」を改定したところであり、指針に基づく施策が着実に実行さ

れるよう努めて参りたい。

各府省における「次世代育成支援対策推進法」に基づく行動計画の実施については、

人事院としても、国家公務員の勤務条件を所管する立場から、引き続き適切に対応して

参りたい。

心の健康づくり対策については、相談体制の整備や研修の充実等を図りながら、各府

省の心の健康づくり対策の支援を積極的に行っていきたいと考えている。

棚村議長は、この回答を受けて次の通り見解を述べた。

(1) わが国及び公務を取り巻く極めて厳しい情勢の中でご努力いただいたことに感謝したい。

(2) い ま、 公 務 を巡 っ ては 、 1948年 の マッ カー サー書 簡以 来60年 有余 にわ たっ て制 約

されてきた労働基本権について、いよいよ歴史的に大きな一歩を踏み出すことが目前に

迫る一方、国家公務員の総人件費削減が課題とされるなど、厳しい状況も待ち受けている。
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(3) ただいまの総裁回答でも、５月からの民間給与実態調査を行わず、今後の状況を見て

判断するとの考えが示されたが、まずは大震災からの復旧・復興に全力を挙げなければ

ならないことを踏まえ、やむを得ない措置として受け止めたい。また、本年の給与勧告

のあり方を含めた今後の対応について十分議論をさせてもらいたい。

(4) ５月１日からの民調は行わないという例年と異なる事情にはあるが、人事院勧告の意

義や役割、給与改定に当たっての基本姿勢が表明された。労働基本権が制約されている

下においては、その代償措置としての人事院勧告制度によって適正な公務員給与を維持

しなければならないことは当然のことである。

(5) 段階的定年延長については、昨年中に意見の申出を行うという約束が反故にされたこ

とについて改めて遺憾の意を表明せざるを得ない。きょうの回答では 「平成25年４月、

か ら段 階的 に65歳ま で定年 を延長す ることを めざすと の方針に変 更はない 」ことは 明

確にされたが、意見の申出の時期は明確にならなかった。本日に至る交渉の中で、われ

われは地方公務員についても国と同時に実施される必要があることを強調してきたとこ

ろであり、できるだけ早く意見の申出を行うことを強く求めていきたい。意見の申出に

、 、 、「 」向けては 給与のあり方など個別課題について われわれと十分交渉・協議し 納得

を得た上で作業を進めていただきたい。

(6) いま公務員労働者は、大震災からの復旧・復興はもとより、国民のための公共サービ

スの確保に向けて、厳しい労働環境の中で身を粉にして一生懸命職務を遂行している。

人事院総裁におかれては、給与・勤務条件を取り巻く情勢には極めて厳しいものがある

が、引き続き課題の解決に全力で取り組んでもらいたい。

最後に棚村議長は 「本日の回答は、総裁の春の段階の最終回答として受け止め、組織、

に持ち帰って協議したい」と述べ、人事院総裁交渉を締めくくった。

＜総務大臣交渉の経過＞
片山総務大臣との交渉は、同日16時40分から総務省内で行われた。

冒頭、棚村議長が公務員連絡会の2011春季要求及び地公部会の要求書に対する最終回

答を求めた。これに対し、片山総務大臣は「先日発生した東日本大震災に当たっては、自

、 。治体との関わりが深く公務員行政を担う総務省として 目下対策に当たっているところだ

多くの国家公務員が現地に入っており、また、全国の自治体の職員が、我が事の如く被災

地へ支援に行っていただいていることに感謝を申し上げたい」と述べたうえで、概要下記

※国公関係部分を中心に。の通り回答を示した。

（総人件費の削減措置について）

国家公務員の給与の引下げについては、具体案がまとまった段階で、よくご説明し、

理解が得られるよう、話し合いたい。今のところ、５月には説明できると考えている。

国の出先機関改革については、職員の皆様の雇用の確保に十分配慮しながらすすめて

いきたい。

（労働時間等について）

超過勤務の縮減については、できるだけ減らせるよう、管理職の人事評価の項目に部

下の時間管理を取り入れるなど取り組んでいるが、皆様方からも超勤縮減にあたってど

ういう職場でどういう対策が可能なのかなど具体的で率直なご意見も聞かせていただけ

れば、効果的な抑制につながると考えている。今後とも、関係機関とも連携しながら、

引き続き、政府全体の超過勤務縮減のため、取組みを進めて参りたい。

（新たな高齢者雇用対策について）

定年の段階的延長について、人事院から「意見の申出」が行われた場合には、民間の

状況も踏まえ、誠意を持って対応していきたい。

（非常勤職員の処遇について）

非常勤職員の処遇については、官製ワーキングプアが生み出されること自体が問題と
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考えており、重要な課題であると認識している。昨年導入された期間業務職員制度や育

児休業制度の導入などが適切に運用されるよう配慮が必要である。課題を抱えているの

で、今後とも、処遇改善に取り組んでいきたい。

この回答に対し、棚村議長は、次の通り要請した。

(1) 国家公務員の総人件費削減については、いろいろなところから様々なことが言われて

いるが、責任をもっているのは片山大臣であり、われわれ労働組合だ。５月から議論を

始めるとのことであるが、自律的労使関係制度の法的措置、削減の必要性を含めた納得

できる説明が大臣から示され、合意することが不可欠と考えており、われわれと誠実か

つ十分に交渉・協議をしてもらいたい。

(2) 国の出先機関見直しについては、雇用確保に努めるとの考えが表明されたが、独立行

。政法人の見直しの課題についても人事行政を所管する立場で雇用確保に努めてもらいたい

(3) 超勤縮減については、この間様々な対策が取られてきたが、効果が上がっていない。

むしろ増えている実態もある。震災対策が求められており、中央、出先ともに大変な状

況 で、 24時 間フ ル稼 働とも 言える。 十分な超 勤予算が ないなかで 、職員が 使命感を も

って業務遂行しており、予算措置など実効ある対策が必要である。

(4) 非常勤職員の課題は連合としても重点要求に掲げており、公務部門においても抜本的

に改善しなければならない。この問題について、昨年、原口前大臣は「日々雇用非常勤

職員制度の見直しを契機に、さらに踏み込んで検討することを約束する」と回答されて

いる。片山大臣も、国会で「格差是正や官製ワーキングプアを解消したい」ということ

を発言されている。もう一歩前に進めてもらいたい。

、 。(5) 地方公務員の給与について 確かに法制度上は条例で決定するというのはその通りだ

しかし、各自治体で独自の賃金カットを行うにあたり、労使で血の滲むような交渉・協

議が行われている実態はご承知の通りであり、現実の賃金決定に当たっては、労使間で

、 。 、しっかり交渉・協議を行い 納得・合意を得て行うべきものである このことについて

確認していただきたい。

(6) 国家公務員の総人件費削減の具体的議論を行うことになるが、今まさに多くの組合員

が被災者の支援や復旧・復興作業に身を粉にして取り組んでいる。一人ひとりの公務員

が、国民の期待に応え、使命感を持って自らの職務に邁進できるよう、超勤、非常勤職

員の課題について、大臣から明確なメッセージをお願いしたい。

それに対し、片山総務大臣は次の通り回答した。

(1) 総人件費改革については、よく話し合っていくというのはその通りだ。職員の理解が

得られるよう十分な時間と場を持ちたいと考えている。納得ができる説明にできる限り

心がけていきたい。

(2) 震災以降、超勤が増えているのは事実で、相当の職員が土日もない状態で超過勤務に

従事し、各省とも職員に震災対応で負担をかけている。とくに被災地の出先機関にはフ

ル稼働してもらっている。予算については、各省で確保することになっているが、総務

省でも注意深く見ていきたい。

(3) 非常勤職員については、この間、総務省が自治体に対し非正規化を進めてきたところ

があり 「集中改革プラン」や本質をはずれた指定管理者制度の運用を解除することと、

し、非正規化の推進を止めるよう各自治体にメッセージを発信した。非常勤職員の課題

は重要であり、できる限り処遇改善に努めていきたい。

さらに、棚村議長は 「是非とも、公務員の勤務条件の改善に役割を果たしていただき、

たい。労働組合としても大震災対策に全力を尽くしていく。

最後に、棚村議長が「本日の回答は、総務大臣の春の段階の最終回答として受け止め、

組織に持ち帰って協議したい」と述べ、春闘回答を巡る交渉を締めくくった。
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声 明
(1) 本 日 、 公 務 員 連 絡 会 は 、 総 務 大 臣 、 人 事 院

総 裁 と 交 渉 を 持 ち 、 2011年 春 季 要 求 に 対 す

る 回 答 を 引き 出 し た 。本 年の 回 答交 渉は 、 ３

月 11日 に 発 生 し た 東 北 地 方 太 平 洋 沖 地 震 及

び 福 島 第 一原 子 力 発 電所 の事 故 によ る未 曾 有

の 危 機 的 状況 の 下 で 大震 災対 策 を優 先し 、 当

初 予 定 の ３ 月 23日 の 回 答 指 定 日 を 延 期 し た

上で行われたものである。

(2) 公 務 員 連 絡 会 は 本 年 の 春 季 生 活 闘 争 に つ い

て 、 公 務 を巡 る 厳 し い情 勢の も とで 、非 常 勤

職 員 を 含 め た 雇 用 の 安 定 と 処 遇 の 維 持 ・ 改

善 、 超 過 勤務 の 縮 減 、段 階的 定 年延 長の 意 見

の 申 出 や 労働 基 本 権 確立 を含 む 自律 的労 使 関

係 制 度 の 実現 な ど を 最重 要課 題 とし て位 置 づ

け 、 取 組 みを 進 め て きた 。ま た 、国 民の 安 心

と 安 全 を 確保 す る た めの 公共 サ ービ スの 再 構

築 を め ざ し、 公 務 労 協に 結集 し て、 公共 サ ー

ビスキャンペーンに取り組んできた。

(3) 本 日 の 回 答 で 総 務 大 臣 か ら は 、 ① 国 家 公 務

員 の 給 与 引下 げ に つ いて 理解 が 得ら れる よ う

話 し 合 う こと ② 国 の 出先 機関 改 革に 当た っ て

雇 用 の 確 保に 努 め る こと ③政 府 全体 の超 過 勤

務 縮 減 に 努め て い く こと ④非 常 勤職 員の 処 遇

改 善 等 に つい て 検 討 して いく こ と、 など を 確

認した。

人 事 院 総裁 か ら は 、① 大震 災 を踏 まえ 、 今

年 は ５ 月 から の 民 間 給与 実態 調 査は 行わ な い

こ と と し 、公 務 員 連 絡会 の意 見 を聞 いて 判 断

す る こ と 、し た が っ て今 年は 例 年と 異な る 状

況 に あ る こと を 前 提 とし て、 ② 給与 勧告 制 度

の 意 義 及 び役 割 を 踏 まえ 、適 正 な公 務員 給 与

水 準 を 確 保す る と い う基 本姿 勢 に変 わり は な

い こ と ③ 非常 勤 職 員 につ いて は 今後 も必 要 な

見 直 し を 行 っ て い く こ と ④ 段 階 的 に 65歳 ま

で 定 年 年 齢を 延 長 す る意 見の 申 出を でき る だ

け 早 く 行 うこ と と し 、申 出に 向 けて 交渉 し て

いくこと、などを確認した。

本 日 の 回答 は 、 基 本姿 勢は 示 され たも の の

具 体 的 で 明確 な も の では ない が 、大 震災 に よ

り 多 く の 国民 が 極 め て困 難な 状 況に あり 、 公

務 を め ぐ って も 厳 し い情 勢が 継 続し てい る も

と で 、 重 い意 味 を 持 つも のと し て受 け止 め 、

今 後 の 取 組み を 推 進 して いか な けれ ばな ら な

い。

非 常 勤 職 員 の 雇 用 や 処 遇 の 改 善 に つ い て

は 、 連 合 の最 重 点 課 題で もあ り 、公 務員 連 絡

会 と し て も、 こ れ ま での 取組 み の成 果を 踏 ま

え つつ 、 均 等 待遇 の 原 則に 基づ く 抜本 的な 改

善 を求 め て き たが 、 総 務大 臣、 人 事院 総裁 の

い ずれ も 検 討 して い く 姿勢 を示 す にと どま っ

た こと か ら 、 さら に 取 組み を強 化 して いく 必

要がある。

段階 的 定 年 延長 に つ いて は、 今 後、 定年 延

長 に関 わ る 給 与を 始 め とす る諸 課 題に つい て

人 事院 と 十 分 交渉 ・ 協 議し 、わ れ われ の要 求

に 沿っ た 意 見 の申 出 を 行わ せ、 政 府に は速 や

か な 法 案 提 出 を 求 め て い か な け れ ば な ら な

い 。課 題 が 山 積す る 中 での 厳し い 対応 とな る

が 、定 年 延 長 が国 ・ 地 方に おい て 同時 に実 施

できるよう、全力で取り組むこととする。

(4) 以 上 の と お り 、 2011年 春 季 要 求 を め ぐ る

政 府、 人 事 院 の回 答 は 要求 に直 接 応え たも の

と は言 え な い 。し か し 、大 震災 か らの 復旧 ・

復 興が 求 め ら れる 中 で 、春 の段 階 の交 渉の 到

達 点と し て 受 け止 め 、 諸課 題の 解 決に 向け て

今 後 の 取 組 み を 一 層 強 化 し て い く こ と と す

る。

(5) 本 日 の 回 答 内 容 に つ い て 、 各 構 成 組 織 ご と

に 今後 の 取 組 みへ の 決 意を 固め る とと もに 、

大 震災 被 災 者 の支 援 、 被災 地の 一 刻も 早い 復

旧 ・復 興 に 向 けて 、 全 力を 挙げ て その 役割 を

果たしていくこととする。

また 、 国 家 公務 員 の 総人 件費 削 減措 置の 具

体 的検 討 に 対 して は 、 政府 の誠 実 かつ 責任 あ

る 対応 を 求 め 、自 律 的 労使 関係 制 度の 法的 措

置 、削 減 の 必 要性 を 含 めた 納得 で きる 説明 と

合 意を 前 提 に 、公 務 員 連絡 会・ 国 公連 合が 一

体となって取り組むものである。

、 、 、さらに 労働基本権確立については ５日

「 国家 公 務 員 制度 改 革 基本 法に 基 づく 改革 の

「 全 体 像 」 に つ い て （ 以 下 「 全 体 像 」 と い」

う ） が 決 定 さ れ 、 非 現 業 国 家 公 務 員 に 協 約。

締 結権 を 付 与 する こ と によ り団 体 交渉 制度 が

整 備さ れ る 方 向が 示 さ れた 。し か し、 全体 像

で は争 議 権 や 消防 職 員 ・刑 事施 設 職員 への 基

本 権付 与 、 地 方公 務 員 の取 扱い な どが 明確 に

さ れて い な い こと か ら 、引 き続 き その 実現 を

迫 りな が ら 、 関係 法 案 の国 会提 出 ・成 立に 向

け て、 連 合 、 公務 労 協 に結 集し 、 取組 みを 一

層強化していかなければならない。

２０１１年４月２２日

公務員労働組合連絡会

◆東日本大震災を受けて延期していた春季要求の回答交渉をようやく実施しました。

人事院総裁は、５月１日から予定していた「職種別民間給与実態調査」を行わず、今後

の情勢を見極めて対応する考えを示しました。また、総務大臣は、国家公務員の給与削減

について、５月には説明し、理解を得るよう話し合いたいとの考えを示しました。

国家公務員の給与をめぐる情勢は大変厳しく、５月以降、大変重い課題に立ち向かうこ

ととなりそうです。昨年の人勧の取扱いをめぐって、野党は「人勧深掘り論」一色だった

ことも忘れてはなりません。

しっかり話し合い、合意をめざさなくてはなりません。 中央執行委員長 加藤順一
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ちょっといい話ちょっといい話
「震災 いい話」で検索してみました。前号に引き続き紹介します。

４時間の道のりを歩いて帰るときに、トイレのご利用どうぞ！と書いたス

ケッチブックを持って、自宅のお手洗いを開放していた女性がいた。日本っ

て、やはり世界一温かい国だよね。あれみた時は感動して泣けてきた

旦那さんが自衛官の友人より。

以 前息 子 さ ん が 「 パ パ は 戦 争 が お 仕 事 ？ 」 と 涙な が ら 聞 いて き た事 が あ

っ た そう だ 。 誰 か の 心 な い 言 葉 に 傷 付 い た ん だ ろう 。 今 、 息子 さ んは 毎 日

「 、 」 。TV画面に向かい パパ頑張れ パパのお友だち頑張れ！ と叫んでるって

「僕も自衛隊になる！」って。

ディズニーランドでは、ショップのお菓子なども配給された。

「 」ちょっと派手目な女子高生たちが必要以上にたくさんもらってて 何だ？

っ て 一 瞬 思 っ た け ど 、 そ の 後 そ の 子 た ち が 、 避 難 所 の 子 供 た ち に お 菓 子 を

配っていたところ見て感動。

子供連れは動けない状況だったから、本当にありがたい心配りだった。

父が明日福島原発の応援に派遣されます。

半年後定年を迎える父が自ら 志願したと聞き涙が出そうになりました。

「今の対応次第で原発の未来が変わる。使命感を持っていく」 家では頼

りなく感じる父ですが私は今日程誇りに思ったことはありません。

無事の帰宅を祈ります。

自 宅 は 流 さ れ て 自 分 は 避 難 所 に い る の に 店 が 大 丈 夫 だ っ た か ら 、 っ て 無

料でラーメンをふるまっているラーメン屋さん…

日本ってこんなに皆暖かい…日本に生まれたことを誇りに思う

「 。国連からのコメント 日本は今まで世界中に援助をしてきた援助大国だ

今回は国連が全力で日本を援助する 」。

地震があった日、イタリアの友人から連絡があった。

彼 は 、 僕 ら イ タ リ ア 人 は 日 本 人 を 本 当 に 尊 敬 し て い る ん だ 。 日 本 人 は 忍

耐強く、賢明で、とても強いから。いつも困難を乗り越えてきただろう？

だからきっと乗りきれる！頑張れ、応援しているよ。と。

その日の夜、彼のfacebookのプロフィールの写真はいつもの彼が写っているものでは

なく「日の丸」になってた。

編集後記

■交渉の翌日（２３日 、時事通信は「政府・与党６％程度下げる案浮上」と報道した。）

総務大臣は「５月に説明する」と話しており、公務員連絡会・国公連合としては、政府

からの正式な提案を受けて、初めて交渉となるものと理解しているところ。報道の真偽は

定かではないが、いたずらに組合員を動揺させる内容だけに困惑している。 （Ｊ）
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